
隠
本
折
に
在
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
事
保
四
年
に
は
朝

食
宗
樹
木
折
に
附
し
、
永
除
七
年
九
用
に
は
朝
食
義

景
が
本
折
・
小
訟
を
陥
れ
、
天

E
五
年
入
居
織
間
信

長
は
鵡
川
左
近
将
段
等
を
撞
は
し
、
小
松
・
本
折
・
安

宅
の
笥
樫
氏
の
諸
城
を
餓
き
、
七
年
八
月
柴

m勝
家

の
加
賀
の
一
伎
を
討
っ
た
時
に
は
、
安
宅
・
小
松
・
本

折
に
放
火
し
た
な
ど
a
A

見
え
る
。

モ
ト
ヲ
日
ソ
フ
ク
本
折
組
一
踊
白
山
富
斑
搬
諦

巾
記
録
文
明
六
年
七
用
サ
六
日
の
僚
に
、
笛
穫
次
郎

政
親
と
幸
千
代
の
見
期
が
相
静
う
た
こ
と
を
記
し

て
、
そ
の
次
郎
に
挺
し
た
も
の
L
中
に
本
苛
口
組
編

の
名
を
載
せ
る
。
鍛
字
は
左
手
の
如
く
に
見
え
る
か

ら
左
組
顧
と
誠
む
も
の
も
あ
る
が
、
道
宰
の
草
惚
で
、

そ
の
上
に
入
字
を
脱
し
た
の
で
あ
ら
う
。
越
驚
到
コ
一

州
志
の
鮫
に
は
、
組
編
が
能
央
部
本
折
の
人
で
あ
る

と
推
断
し
て
ゐ
る
。

モ
ト
ヲ
リ
ヒ
ヨ
シ
ジ
ン
ジ
ヤ
本
折
田
吉
紳
位

J
モ
ト
ヲ
リ
サ

y
ノ
ウ
ジ
シ
ジ
ヤ
・
本
折
山
王
制
枇
。

モ
ノ
ガ
シ
ラ
物
顕
新
番
頭
・
御
歩
顕
・
大
組
閥
・

御
持
弓
顕
・
御
持
筒
顕
・
御
先
弓
顕
・
御
先
筒
聞
を
総

務
し
て
物
顕
と
い
ひ
、
平
士
を
以
て
之
に
任
ぜ
ら
れ

た
。
湯
浅
砥
脱
云
ふ
。
甲
州
武
問
家
に
は
足
鵠
大
勝

と
い
ひ
、
関
東
の
砲
き
諸
侯
で
は
多
く
足
概
聞
を
者

顕
と
云
ふ
が
、
闘
商
で
は
物
顕
と
世
間
く
。
前
回
氏
は

織
則
氏
の
配
下
で
あ
っ
た
か
ら
物
顕
と
醤
〈
忠
、
人

を
預
る
顕
な
る
を
物
聞
と
欝
く
理
は
な
い
と
い
ふ
設

が
あ
る
。
武
旧
民
な
ど
奥
カ
幾
十
騎
・
同
心
何
十
人

預
る
と
い
ひ
、
共
の
他
に
て
も
足
概
何
十
人
預
る
と

い
ふ
。
是
は
人
を
以
て
主
と
し
、
兵
器
は
そ
れ
に
次

「
が
故
に
、
そ
の
顕
は
者
顕
で
あ
る
。
前
回
氏
な
ど

は
大
組
・
中
組
を
始
め
、
弓
・
餓
飽
を
先
と
し
て
、
そ

れ
を
持
つ
者
幾
十
人
、
手
替
幾
人
と
蚊
へ
る
か
ら
、

そ
の
長
は
物
顕
で
あ
る
。
か
〈
の
知
く
な
れ
ば
、
関

モ
ト
l

毛
メ

東
・
関
西
の
用
手
皆
そ
の
貨
に
泊
し
た
わ
け
で
あ
る

ル』
Oモ

ノ
ガ
シ
ラ
ナ
ξ

物
顕
並
正
徳
三
年
入
居
七

日
渡
・
遊
宇
兵
衛
信
久
は
、
前
田
利
常
の
女
熊
腕
ハ
保

科
正
経
夫
人
ν
附
と
な
り
、
物
顕
鵡
に
補
し
た
が
役

料
は
な
か
っ
た
。
卒
保
元
年
七
周
二
日
松
尾
総
殿
築

茂
が
之
に
任
じ
て
御
近
習
御
用
を
勤
め
て
か
ら
、
後

世
の
如
く
役
料
百
五
十
石
を
賜
は
る
こ
と
に
な
っ

た
。
育
徳
以
後
物
顕
抽
出
と
な
る
も
の
多
く
、
御
近
習

御
用
・
御
蹟
式
御
用
・
閲
番
等
を
勤
め
た
。
叉
平
士
役

に
し
て
名
陣
営
上
笛
職
に
任
じ
、
猪
萄
服
務
を
勤
め
る

者
も
あ
っ
た
。

モ
ノ
ガ
シ
ラ
ピ
ケ
シ
物
頭
火
消
定
火
消
以
外

の
消
防
役
で
、
元
旅
四
年
渡
遜
源
兵
衛
・
笥
間
四
郎

兵
衛
・
大
原
五
郎
左
衛
門
・
禄

m宇
太
夫
・
小
期
採
兵

衛
・
茨
木
縛
右
衛
門
を
命
じ
、
正
周
よ
り
五
周
に
至

る
ま
で
、
一
一
肌
に
足
醗
二
十
人
宛
を
奥
へ
、
そ
の
中

四
人
を
舘
番
た
ら
し
め
た
に
起
る
。
元
勝
十
三
年
こ

の
役
を
巾
止
し
、
千
石
以
上
の
馬
廻
四
人
を
以
て
之

に
慌
て
、

E.n十
日
交
代
で
間
十
六
日
か
ら
五
周
に

去
る
ま
で
高
掛
川
り
と
も
稿
す
べ
き
小
火
の
際
に
も
出

動
し
た
。
常
時
御
作
事
前
よ
り
各
自
宅
の
屋
棋
に
火

之
見
番
所
を
建
て
、
足
概
二
人
・
小
者
十
七
人
宛
を

常
番
と
し
て
附
鴎
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
貸
永
年
中
火

之
見
番
腕
も
附
人
も
共
に
腹
せ
ら
れ
た
録
、
自
民
を

以
て
屋
上
に
小
屋
を
締
へ
、
麗
人
三
十
人
許
を
以
て

事
に
捻
っ
た
が
、
亭
保
五
六
年
の
頃
凡
べ
て
陵
せ
ら

も
」
』
。

4
4
4
'
 

モ
ノ
ナ
ゴ
H
9

褒
の
名
建
二
加
。
金
棒
の
俳
人

北
校
務
。
元
機
九
年
芭
燕
夜
後
=
一
回
忌
に
、
著
者
が

梁
律
の
無
名
庵
に
至
っ
て
そ
の
朗
に
穏
で
、
十
周
十

二
日
義
仲
寺
に
曾
し
、
去
来
の
『
夢
う
つ
‘
二
二
度
は

納
の
時
雨
か
な
』
を
護
句
と
し
て
欧
仙
を
興
行
し
た

る
こ
と
を
砲
し
、
丈
草
の
寄
務
、
諸
凶
温
悼
の
句
な

ど
が
集
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
自
序
が
あ
り
、
践
は
元
政

十
稔
九
周
十
日
秋
之
坊
寂
玄
。
同
年
十
一
周
京
井
筒

屋
庄
兵
衛
・
金
調
伸
三
箇
屋
五
郎
兵
衛
出
版
。

モ
ノ
ナ
リ
物
成
務
政
の
時
、
田
租
を
い
う
た
。

菟
と
い
ふ
の
は
田
租
の
歩
合
で
あ
る
が
、
物
成
は
草

高
に
兎
を
莱
じ
た
玄
米
の
躍
で
あ
る
。
田
租
以
外
村

邑
の
積
は
之
を
小
物
成
と
い
う
た
。

モ
ノ
ヨ
シ
物
吉
物
音
は
金
幣
物
吉
町
に
住
す

る
賎
民
で
、
も
と
は
九
位
之
介
・
相
模
ご
人
が
支
配

し
た
が
、
後
慌
で
は
七
兵
衛
と
相
模
と
に
な
っ
た
。

古
〈
乞
食
の
癒
病
に
催
る
者
あ
る
時
は
、
物
音
が
之

を
収
容
し
、
死
者
あ
れ
ば
茶
毘
に
附
す
る
を
任
と
し

由
ザ
膏
イ

た
。
物
音
の
こ
と
を
尚
一
制
と
醤
い
た
も
の
も
あ
る

が
、
物
曹
は
結
制
で
は
な
く
、
唯
癌
樹
の
震
に
周
旋

す
る
詐
り
で
あ
っ
た
。
物
音
の
家
業
と
し
て
は
、
竹

J

子
皮
草
随
・
下
駄
の
鼻
絡
を
製
し
、
武
家
・
町
方
に
・
副

儀
が
あ
れ
ば
、
そ
の
家
に
京
り
大
援
で
賀
鮮
を
述

ぺ
、
人
を
し
て
嫌
忌
せ
し
め
て
過
分
の
米
銭
を
強
秘

し
た
。
物
音
は
固
よ
り
藤
内
顕
の
配
下
で
な
い
が
、

同
族
繍
〈
繁
殖
し
て
一
一
一
十
数
戸
と
な
り
、
生
計
附
難

を
感
ず
る
に
主
っ
た
か
ら
、
朝
夕
城
下
を
巡
っ
て
食

を
乞
ふ
も
の
も
あ
っ
た
。
か
く
の
如
き
は
際
内
顕
か

ら
乞
食
札
を
得
て
、
そ
の
支
配
に
鹿
し
た
。
物
音
は

毎
年
十
一
周
十
日
か
ら
十
日
聞
に
亙
つ
で
め
っ
ぽ
祭

を
行
う
た
が
、
矧
病
で
臥
し
た
朕
を
露
し
、
吉
左
右

を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
四
年
入
居
サ
八
日
藤

内
等
と
共
に
、
平
民
に
編
入
せ
ら
れ
た
。

モ
ノ
ヨ
シ
チ
ョ
ウ
物
吉
町
金
揮
の
醤
町
名
。

閥
田
町
の
宋
綴
き
で
、
こ
の
既
に
物
音
と
講
す
る
一

恕
践
が
住
ん
で
ゐ
た
。

モ
ハ
ヤ
ゴ
ヰ
ワ
メ
ン
最
早
御
宥
完
結
怖
政
の
時
、

犯
罪
者
の
或
時
期
を
経
過
し
た
る
を
以
て
、
そ
の
鴎

前
を
諭
ぜ
ざ
る
こ
と
を
い
う
た
。
例
へ
ば
、
紋
wm
入

の
郷
里
に
復
路
し
た
る
を
、
父
母
兄
溺
の
申
告
L
な

か
っ
た
如
き
隈
微
の
採
に
射
し
、
禁
牢
に
常
つ
べ
き

意
見
を
附
し
て
奉
行
の
上
申
し
た
時
、
務
侯
が
最
早

宥
兎
の
指
令
を
奥
へ
る
如
き
で
あ
る
。

モ
ミ
ガ
ヲ
カ
縫
ヶ
丘
白
山
の
尼
添
口
容
閲
樋

泉
m
R
絡
な
る
薬
師
山
か
ら
蔚
奥
に
逃
む
時
は
、
千
古

斧
銭
を
入
れ
ざ
る
オ
ホ
シ
ラ
ピ
ヅ
の
深
林
に
建
し
、

そ
の
地
風
窓
惨
烈
な
る
を
以
て
、
樹
勢
皆
怪
奇
を
様

め
て
居
る
。
縦
ヶ
圧
と
い
‘
ぬ
も
の
是
で
、
標
高
二

O

O
O米
許
。

モ
ミ
ヂ
バ
シ
紅
葉
橋
金
搾
城
玉
泉
院
丸
入
口

の
掘
に
架
。
、
一
一

J

丸
松
坂
口
へ
沼
ふ
橋
で
あ
っ
た
。

金
棒
古
蹴
志
に
、
橋
名
の
同
来
は
抑
制
記
等
院
所
見
が

な
い
が
、
前
田
利
治
の
時
築
山
を
作
。
、
楓
な
ど
の

露
地
木
を
多
く
植
ゑ
て
、
町
秋
の
紅
葉
を
質
し
た
に

起
る
も
の
で
な
か
ら
う
か
と
あ
る
。

号

εヂ
ヤ
マ
紅
葉
山
金
制
作
品
受
ハ
問
・
門
に
在
る

築
山
。
そ
の
名
稽
は
霜
紫
の
候
最
も
勝
景
を
呈
す
る

か
ら
で
あ
ら
う
。
背
聞
の
凹
地
は
滞
政
の
時
氷
室
を

設
け
た
所
で
あ
る
が
、
今
は
殆
ど
埋
れ
て
ゐ
る
。
紅

紫
山
は
こ
の
捌
略
し
た
土
で
諮
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら

う
。
一
に
山
崎
山
と
も
い
う
が
、
そ
れ
を
往
古
の
山

崎
村
の
治
名
と
す
る
は
設
で
あ
ら
う
。

モ
メ
ン
木
綿
加
賀
滞
の
領
内
に
木
綿
を
箆
す

る
こ
と
は
前
回
綱
紀
の
慣
に
起
っ
た
。
初
め
綿
は
大

坂
か
ら
檎
入
し
て
似
顔
る
白
か
っ
た
が
、
天
和
一
一
一
年

金
制
仰
の
市
人
容
を
御
録
用
拐
に
上
。
、
そ
の
移
植
の

利
鐙
を
競
い
た
の
で
、
綱
紀
は
諸
都
に
培
養
せ
し
め

た
け
れ
ど
も
、
倫
牧
磁
が
少
か
っ
た
。
依
っ
て
石
川

郡
問
弁
の
十
村
二
郎
音
に
そ
の
耕
作
の
方
法
を
研
究

せ
し
め
、
二
郎
官
は
賀
永
二
年
之
に
闘
し
て
復
巾
し

た。

八
五
一


